成果物納品確認書

本書は、以下のとおり成果物の納品及び受領の事実を確認するために作成するものである。
　
第1条（成果物の明細）
甲（発注者）は、乙（受注者）に対し、下記の成果物を納品させる。
1. 成果物名：　　　　　　　　　　　　
2. 納品日：　　　　　　　　　　　　　
3. 納品方法：電子メール添付／クラウド共有／物理媒体　等
4. 納品データ形式：Word／PDF／JPEG／その他（　　　　　　）
5. 成果物の概要：　　　　　　　　　　　
　
第2条（検収・確認）
1. 甲は、乙より前条の成果物の納品を受けた後、速やかに検収を行い、成果物が仕様書、発注書または業務委託契約書等に定める内容に適合しているかを確認する。
2. 甲が検収の結果、成果物に不備・瑕疵が認められた場合、乙は甲の指定する期間内に無償で修正・再納品を行うものとする。
3. 甲が検収完了をもって本書に署名又は押印した場合、当該成果物が仕様に適合し、正式に納品が完了したものとみなす。
　
第3条（瑕疵の取扱い）
1. 納品後に成果物の瑕疵が判明した場合、乙は、納品日から〇日以内に限り、甲の要請に基づき無償で修補を行うものとする。
2. 前項の期間経過後に発見された瑕疵については、甲乙間で誠意をもって協議の上、対応を定める。
　
第4条（著作権・知的財産権）
1. 納品された成果物に関する著作権その他一切の知的財産権の帰属は、別途締結した契約書（業務委託契約書、著作権譲渡契約書等）の定めに従う。
2. 契約書等に定めがない場合、納品時点で当該成果物の著作権は甲に譲渡されたものとし、乙はその旨を確認する。
　
第5条（検収完了の効力）
甲が本書に署名又は押印した時点で、成果物の納品および検収が完了したものとし、乙は当該納品に係る報酬請求を行うことができる。
　
第6条（協議事項）
本書に定めのない事項または解釈に疑義が生じた場合には、甲乙誠意をもって協議の上、円満に解決を図るものとする。
　
本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
　
年月日：　　　年　　　月　　　日
　
【甲】発注者
住所：
名称：
代表者名：　　　　　　　　　　　　　　印
　
【乙】受注者
住所：
名称：
代表者名：　　　　　　　　　　　　　　印

